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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関と、
　フレームと、
　前記内燃機関により消費されるべき燃料を保管するための燃料タンクと、
　前記内燃機関と前記燃料タンクとに接続された容器と、
を備え、前記容器は、前記燃料タンクから蒸発した燃料を蓄えるように形成されている、
オートバイであって、
　前記容器は、使用位置では少なくとも部分的に、前記燃料タンクによって覆い隠されて
いる、オートバイにおいて、
　前記燃料タンク（２）は、前記フレーム（７）に対して、整備位置と前記使用位置との
間で旋回可能に支承されており、
　前記容器（３）は、前記燃料タンク（２）において該燃料タンク（２）の下面（８）お
よび／または前面（２３）に取り付けられており、前記燃料タンク（２）と共に旋回可能
である、
ことを特徴とする、オートバイ。
【請求項２】
　前記燃料タンク（２）の旋回可能な支承は、前記燃料タンク（２）の第１の半部におい
て行われ、前記燃料タンク（２）の他方の半部において、前記容器（３）が前記燃料タン
ク（２）に取り付けられている、請求項１記載のオートバイ。
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【請求項３】
　前記燃料タンク（２）の旋回可能な支承は、前記燃料タンク（２）の第１の端部領域（
４）において行われ、前記燃料タンク（２）の、前記第１の端部領域の反対側に位置する
第２の端部領域（５）において、前記容器（３）が前記燃料タンク（２）に取り付けられ
ている、請求項１または２記載のオートバイ。
【請求項４】
　前記燃料タンク（２）は、供給導管（９）を介して前記容器（３）に接続されており、
前記容器（３）は前記供給導管（９）に対して、前記燃料タンク（２）の、該燃料タンク
（２）が前記整備位置に旋回したときに液体燃料の前記容器（３）内への流入が防がれる
位置において、前記燃料タンク（２）に取り付けられている、請求項１から３までのいず
れか１項記載のオートバイ。
【請求項５】
　前記燃料タンク（２）は、枢着継手（６）を介して旋回可能に、当該オートバイ（１）
に支承されている、請求項１から４までのいずれか１項記載のオートバイ。
【請求項６】
　前記燃料タンク（２）は、ヒンジとして形成された枢着継手（６）を介して旋回可能に
、当該オートバイ（１）に支承されている、請求項５記載のオートバイ。
【請求項７】
　前記燃料タンク（２）は、当該オートバイの長手方向（Ｌ）に対して垂直に配置された
軸線（Ａ）の周りに旋回可能に支承されている、請求項１から６までのいずれか１項記載
のオートバイ。
【請求項８】
　前記燃料タンク（２）は、前記フレーム（７）に旋回可能に支承されている、請求項１
から７までのいずれか１項記載のオートバイ。
【請求項９】
　前記容器（３）は、供給導管（９）および導出管（１０）に接続されており、前記燃料
タンク（２）内で蒸発した燃料は、前記供給導管（９）を介して前記容器（３）に案内さ
れ、燃料は、当該オートバイの運転中は、前記容器（３）から前記導出管（１０）を介し
て前記内燃機関（１２）に案内され、前記供給導管（９）および／または前記導出管（１
０）は、少なくとも部分的に前記燃料タンク（２）に取り付けられている、請求項１から
８までのいずれか１項記載のオートバイ。
【請求項１０】
　前記燃料タンク（２）に、エミッション系全体が取り付けられている、請求項９記載の
オートバイ。
【請求項１１】
　当該オートバイ（１）はステアリング（１３）を有しており、前記燃料タンク（２）は
、該燃料タンク（２）の、前記ステアリング（１３）から遠い側において旋回可能に支承
されている、請求項１から１０までのいずれか１項記載のオートバイ。
【請求項１２】
　当該オートバイ（１）は、前記燃料タンク（２）に接続されたサドル（１４）を有して
おり、前記燃料タンク（２）は、前記サドル（１４）の領域において旋回可能に支承され
ている、請求項１から１１までのいずれか１項記載のオートバイ。
【請求項１３】
　当該オートバイ（１）はフレーム（７）を有しており、該フレーム（７）は、走行方向
に見て左側と右側とに側方部材（１５，１６）を有しており、これらの側方部材の間に前
記容器（３）が配置されている、請求項１から１２までのいずれか１項記載のオートバイ
。
【請求項１４】
　前記フレーム（７）は、ダブル管フレームとして形成されており、各前記側方部材（１
５，１６）は、上桁（１８，２０）と下桁（１７，１９）とを有しており、前記容器（３
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）は、前記燃料タンク（２）の前記使用位置において、実質的に前記上桁（１８，２０）
と前記下桁（１７，１９）との間に配置されている、請求項１３記載のオートバイ。
【請求項１５】
　前記フレーム（７）は、格子管フレームとして形成されており、各前記側方部材（１５
，１６）は、上桁（１８，２０）と下桁（１７，１９）とを有しており、前記容器（３）
は、前記燃料タンク（２）の前記使用位置において、実質的に前記上桁（１８，２０）と
前記下桁（１７，１９）との間に配置されている、請求項１３記載のオートバイ。
【請求項１６】
　前記容器（３）は、実質的に円筒状に形成されている、請求項１から１５までのいずれ
か１項記載のオートバイ。
【請求項１７】
　前記容器（３）の長手方向（ｌ）は、当該オートバイ（１）の長手方向（Ｌ）に対して
垂直に配置されている、請求項１から１６までのいずれか１項記載のオートバイ。
【請求項１８】
　前記容器（３）は、当該容器（３）の長手方向（ｌ）が前記オートバイの長手方向（Ｌ
）に対して垂直に配置されている取付け状態において、前記燃料タンク（２）の延在長さ
（５）の２０％～９０％の延在長さを有しており、ここで、前記延在長さは前記オートバ
イの幅方向の長さである、請求項１から１７までのいずれか１項記載のオートバイ。
【請求項１９】
　前記容器（３）は、当該容器（３）の長手方向（ｌ）が前記オートバイの長手方向（Ｌ
）に対して垂直に配置されている取付け状態において、前記燃料タンク（２）の延在長さ
（５）の３０％～６０％の延在長さを有しており、ここで、前記延在長さは前記オートバ
イの幅方向の長さである、請求項１から１７までのいずれか１項記載のオートバイ。
【請求項２０】
　前記容器（３）は、前記使用位置において少なくとも部分的に、前記燃料タンク（２）
の下端部の上方に配置されている、請求項１から１９までのいずれか１項記載のオートバ
イ。
【請求項２１】
　前記容器（３）は、前記使用位置において、全体が、前記燃料タンク（２）の下端部の
上方に配置されている、請求項１から１９までのいずれか１項記載のオートバイ。
【請求項２２】
　前記容器（３）は前記使用位置において、側方から見て少なくとも部分的に、前記燃料
タンク（２）の前端部における仮想の鉛直面（Ｅ）の後ろに配置されている、請求項１か
ら２１までのいずれか１項記載のオートバイ。
【請求項２３】
　前記容器（３）は前記使用位置において、側方から見て、全体が、前記燃料タンク（２
）の前端部における仮想の鉛直面（Ｅ）の後ろに配置されている、請求項１から２１まで
のいずれか１項記載のオートバイ。
【請求項２４】
　前記容器（３）は、金属のクリップ（２１）および／または弾性的な固定手段（２２）
を介して前記燃料タンク（２）に取り付けられている、請求項１から２３までのいずれか
１項記載のオートバイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オートバイであって、内燃機関と、フレームと、内燃機関により消費される
べき燃料を保管するための燃料タンクと、内燃機関および燃料タンクに結合された容器と
を備えており、容器は、燃料タンクから蒸発した燃料を蓄えるように形成されており、容
器は、使用位置において少なくとも部分的に燃料タンクによって覆い隠されている、オー
トバイに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　内燃機関を備えたオートバイでは、燃料タンク内に保管された燃料が蒸発するという問
題が生じ、この場合、燃料タンクの破損を回避するためには、蒸発した燃料を導出するこ
とが必要である。
【０００３】
　当然のことながら、環境保護の理由から、環境中への炭化水素の排出量は、可能な限り
少なく抑えられなければならない。よって、多くの国では、蒸発した燃料の環境中への排
出量を可能な限り抑える装置が法的に定められている（蒸発放出物制御システム）。この
装置は一般に、燃料タンクから漏出する蒸発した燃料を蓄え、次いで再びエンジンに供給
することができる装置である。このために、これらの装置は、蒸発した燃料を捕集して中
間貯蔵することができる活性炭フィルタが内部に配置された容器の形態で形成されている
ことが多い。
【０００４】
　最新のオートバイに用いられている多数の機器および装置に基づき、容器に供与される
スペースは一般にぎりぎりに設計されており、オートバイにはもともと、供与されている
スペースが乗用車よりもはるかに少ない。さらに、熱的な要求に基づき、容器の配置には
特定の領域だけが好都合であると言える。つまり、活性炭フィルタの場合、最大限の吸着
は低温条件において得られる。この理由から、容器は、例えば直射日光に晒されていない
ことが望ましい。オートバイの運転中は、活性炭フィルタによって中間貯蔵された燃料が
エンジンに供給されるため、活性炭フィルタの放出率が可能な限り高いと好都合である。
活性炭フィルタからの燃料の放出は、やはり高温により促進される。よって、オートバイ
の運転中は、活性炭フィルタの領域において一般に比較的高い温度が優勢であることが望
ましく、したがって熱を発生させる内燃機関付近への配置が好都合である。当然のことな
がら、熱による損傷を回避するために、エンジンのごく近くに配置することは不可能であ
る。それ自体が矛盾したこれらの要求を満たすために、欧州特許第２２５８９３８号明細
書は、容器を燃料タンクの下側であると同時にエンジンの上側に配置することを想定して
いる。欧州特許第２２７９９３６号明細書でもやはり、オートバイの場合は容器を燃料タ
ンクの前方かつヘッドライトの後方に配置することが合理的である。
【０００５】
　長い供給導管を回避するために、蒸発した燃料の排出を抑止するための装置は、大抵容
器の形態で、燃料タンクの近くに配置されている。この場合、その下に位置する車両部品
に、整備のためにアプローチすることが困難であると共に、容器を頻繁に取り外さなけれ
ばならないという問題が生じる。さもなければ、これらの車両部品の整備は難しく、その
際に保守技術者は、損傷を避けるために、容器と結合された導管を特に慎重に扱わなけれ
ばならない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の課題は、上記の欠点を回避すると共に、蒸発した燃料を蓄えるための、容器の
効果にとって好都合な位置に配置された容器を備えた、蒸発放出物を減少させるための装
置が設けられており、燃料タンクの下に配置された装置または車両部品の整備が容易にな
るオートバイを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この課題は、請求項１記載の特徴を有するオートバイによって解決される。
【０００８】
　本発明は、内燃機関を備えたオートバイに関する。内燃機関とは本発明の場合、その燃
料が燃料タンク内に液体の形状で保管される、例えばガソリンエンジンまたはディーゼル
エンジン等のエンジンを意味する。オートバイ（Motorrad）とは一般に、原動機付自転車



(5) JP 6926181 B2 2021.8.25

10

20

30

40

50

（Motorfahrraeder）を含む二輪車（einspurige Kraftfahrzeuge）を意味する。
【０００９】
　オートバイの場合には、燃料タンクの下に、例えばエンジン等の別の車両部品が配置さ
れている。燃料タンクをフレームに対して旋回可能に支承し、旋回が、オートバイが発車
準備状態にある第１の位置、いわゆる使用位置と、第２の位置、いわゆる整備位置との間
で行われることにより、タンクの下に配置された装置および車両部品に、整備のために特
に良好にアプローチすることができるようになっている。なぜなら、整備位置に旋回させ
ると、燃料タンクが上向きに立てられるからである。
【００１０】
　さらに、燃料タンクが大抵車両の上面に配置されているオートバイにおいて、容器は、
使用位置では燃料タンクによって少なくとも部分的に覆い隠されていることにより、直射
日光から防護されているので、オートバイが停止状態にある場合に、蒸発した燃料の吸着
にとって好適な、比較的低温の条件が実現可能である。さらに、使用位置において容器が
燃料タンクにより少なくとも部分的に覆い隠されていることで、機械的な損傷からも防護
されている。内燃機関も、燃料タンクの下に位置していることが多い。容器は、使用位置
において燃料タンクにより少なくとも部分的に覆い隠されている配置形式に基づき、直射
日光から防護されているのみならず、さらに、エンジンの近傍に位置することにもなるた
め、オートバイの運転中に、容器にとって望ましい比較的高い温度が実現可能である。
【００１１】
　この場合、容器は、燃料タンクを整備位置に旋回させた後に、容器に良好にアプローチ
することができるように配置されていてよい。これは例えば、容器が燃料タンクのすぐ下
に配置されているか、または燃料タンクと共に旋回される場合である。
【００１２】
　本発明の別の有利な構成は、各従属請求項に規定されている。
【００１３】
　好適な実施形態では、容器は、燃料タンクの下面に取り付けられており、追加的にまた
は代替的に、燃料タンクの前面に取り付けられている。この場合、下面は地面に面してお
り、前面とは一般的な走行方向に関するものである。つまり、オートバイの場合、燃料タ
ンクの前面はステアリングに面している。下面に取り付ける場合、燃料タンクから容器に
通じる供給導管は、特に短く形成されていてよい。さらに、容器は燃料タンクの下面に取
り付けられることで、直射日光から特に良好に防護されている。さらに、燃料タンクの下
面に取り付けることにより、機械的な損傷に対する特に高度な防護手段も与えられている
。燃料タンクの下に内燃機関が配置されている場合、容器は、燃料タンクの下面および／
または前面に取り付けられていることにより、エンジンの近くに位置していることになる
ので、オートバイの運転中に、容器にとって望ましい比較的高い温度が、熱による損傷と
いう危険を冒さずに実現可能である。なぜなら、燃料タンクに固定されていることにより
、エンジンからある程度の間隔が生じているからである。
【００１４】
　オートバイにおいて、燃料タンクがフレームに対して旋回可能に支承されており、この
場合、燃料タンクが、整備位置と、オートバイが発車準備状態にある使用位置との間で旋
回可能であることに基づき、燃料タンクを整備位置へ旋回させることが可能であり、これ
により、その下に配置された車両部品への容易なアプローチが達成されることになる。容
器として形成された、燃料タンクから蒸発する燃料の排出を抑止するための装置が燃料タ
ンクに取り付けられておりかつ燃料タンクと共に旋回されることにより、その下に配置さ
れた車両部品に対するアプローチが特に容易になると共に、容器を別個に取り外さずに済
む。容器自体およびその内部に配置された、蒸発した燃料を蓄えるための装置、例えば活
性炭フィルタは、それ自体は従来技術において周知の装置である。例えば容器は、それぞ
れ排出された燃料ガスを蓄えるための活性炭フィルタを装備されたＳｅｎｔｅｃ社型また
はＬｙｄｓＴｅｃｈ社型であってよい。
【００１５】
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　燃料タンクに容器を取り付け、場合により容器への供給導管および容器からの導出管を
も取り付けることにより、本発明によるオートバイの組立てが大幅に簡単になり、この場
合さらに、フレームに設けられるクリップおよびホルダの所要数を減らすことができると
共に、供給導管および導出管のよりきれいな導管案内が可能である。共に旋回可能である
ことにより、供給導管および導出管を備えた容器が燃料タンクと共に旋回されるため、そ
の下に配置された車両部品に、特に良好にアプローチすることができる。容器自体にも、
燃料タンクの旋回後に良好にアプローチすることができる。
【００１６】
　別の問題は、容器内に液体燃料が流入する危険である。なぜなら、さもなければ容器内
に配置された活性炭フィルタが損傷されるかまたはそれどころか破壊される恐れがあるか
らである。例えば、オートバイが事故に遭って転倒した場合に液体燃料の流出を防ぐため
に、燃料タンクから容器に通じる供給導管内に位置していることが多い、いわゆるロール
オーバーバルブが設けられているため、確かに部分的には、容器は液体燃料の侵入から自
動的に防護されている。ただし、このロールオーバーバルブを、容器に通じる供給導管の
領域にではなく、容器からの導出管の領域に配置することが望ましい場合もあり得る。さ
らに、ロールオーバーバルブの機能形式は、部分的に、燃料タンクが傾けられる方向にも
左右される。上向きに旋回される燃料タンクの場合、ロールオーバーバルブの機能性が制
限されていることがある。
【００１７】
　さらに、容器は、容器を燃料タンクに結合する供給導管に対して、燃料タンクの所定の
位置、好適には燃料タンクの下面および／または燃料タンクの前面に取り付けられており
、燃料タンクが整備位置に旋回された場合には、容器内への液体燃料の流入が防止される
ようになっていることが想定されていてよい。これは特に、ロールオーバーバルブが設け
られていない場合に有利である。
【００１８】
　このために、燃料タンクの旋回可能な支承が、燃料タンクの第１の半部において行われ
る一方で、燃料タンクの他方の半部の領域では、容器が燃料タンクに取り付けられている
ことが想定されていてよく、燃料タンクが使用位置から整備位置へ旋回されると共に、第
１の半部の反対側に位置する他方の半部ひいてはこの半部に取り付けられた容器も、上方
に向かって旋回される。これに対して、燃料タンクの旋回中に容器が全くまたはごく僅か
にしか移動されない燃料タンクの位置に容器が取り付けられている場合には、燃料タンク
内に配置された液体燃料が供給導管内へ流入し、その後容器内へ流入し、ひいては容器内
に配置された、蒸発した燃料を蓄えるための装置、特に活性炭フィルタの損傷が起こる恐
れがある。燃料タンクの第１の半部の反対側に位置する半部に取り付けることにより、容
器は燃料タンク内の供給導管に比べて高い位置に位置することになり、この位置では、旋
回運動にもかかわらず、液体燃料が容器内に流入する恐れは全くない。つまり、液体燃料
が容器内に流入するという危険を冒すことなく、燃料タンクを整備位置に旋回させること
ができるようになっている。よって、損傷を防止することができる。
【００１９】
　この場合、好適には、半部とは、オートバイにおいてオートバイの長手方向に相当する
燃料タンクの長手方向に関するものであることが想定されている。この場合、旋回可能な
支承は、走行方向において後ろ側の半部において行われ、容器の取付けは、走行方向にお
いて前側の半部において行われるか、またはその反対である。この場合、燃料タンクは、
車両長手方向に対して垂直に配置された軸線の周りに旋回され、この場合、軸線は横方向
である。しかしまた、燃料タンクの半部とは、長手方向に対して垂直に配置された横方向
に関するものであることも可能である。この場合、旋回軸線は長手方向に配置されている
。
【００２０】
　さらに良好には、燃料タンクの旋回可能な支承が、燃料タンクの第１の端部領域におい
て行われ、容器の取付けが、第１の端部領域の反対側に位置する第２の端部領域において
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行われる場合、液体燃料の流入から防護されている。第１の端部領域の反対側に位置する
第２の端部領域に取り付けることにより、容器は、燃料タンクの整備位置において、燃料
タンク内の供給導管に比べて大幅に高くなった位置に位置しているので、旋回運動時の液
体燃料の容器内への流入が、より良好に防止されることになる。
【００２１】
　この場合、好適には、燃料タンクの前側の端部領域とは、燃料タンクの長手方向におい
て前側の１／３、好適には前側の１／４に関するものであることが想定されている。この
場合、旋回可能な支承は、走行方向において後ろ側の１／３、好適には１／４において行
われ、容器の取付けは、走行方向において前側の１／３、好適には１／４において行われ
、またはその反対である。この場合、燃料タンクは、車両長手方向に対して垂直に配置さ
れた軸線の周りに旋回され、この場合、軸線は横方向である。しかしまた、燃料タンクの
第１および第２の端部領域とは、長手方向に対して垂直に配置された横方向に関するもの
であることも可能である。この場合、旋回軸線は長手方向に配置されている。
【００２２】
　燃料タンクが支承箇所の領域においてオートバイと固く結合されていること無しに、旋
回可能な支承が、燃料タンクの特別に形成された構成部品と、これらの部品に対応するオ
ートバイの構成部品とによって行われること自体が考えられるにもかかわらず、本発明の
好適な実施形態では、燃料タンクは、好適には取外し可能な枢着継手を介して、オートバ
イに旋回可能に支承されていることが想定されている。枢着継手は、好適にはヒンジとし
て形成されている。好適には、枢着継手は、２つ以上の枢着継手、例えば走行方向におい
て燃料タンクの左側の縁部領域に設けられた枢着継手と、走行方向において燃料タンクの
右側の縁部領域に設けられた枢着継手とから成ることも想定されている。つまり、例えば
、走行方向において左側と右側の２つのヒンジが燃料タンクに設けられていてよい。旋回
可能な支承部、特に枢着継手を全て、燃料タンクの一方の端部に配置するのに対し、反対
側に位置する端部領域では、容器の取付けが行われることが想定されていてもよい。
【００２３】
　好適には、燃料タンクの旋回可能な支承部を、支承部が、オートバイの長手方向に対し
て垂直に配置された軸線の周りに旋回可能に支承されているように形成することが想定さ
れており、この場合、軸線は、車両の横方向に配置されている。車両の直立状態において
、横方向は長手方向と同様に、水平方向に向けられている。
【００２４】
　オートバイは通常、車両の長手方向において、この長手方向に対して垂直な方向におけ
る寸法よりも大きな寸法を有する燃料タンクを有している。
【００２５】
　したがって、車両の長手方向に対して垂直に配置された軸線の周りに旋回可能に支承し
た場合、燃料タンクはより大きな範囲にわたり旋回可能である、すなわち、整備位置と、
オートバイが発車準備状態にある使用位置との間の角度が、より大きくなっている。最大
旋回角度は、特に燃料タンクの幾何学形状に左右され、例えば１５°～１００°の範囲内
であってよい。この角度が大きいほど、その下に位置する車両部品に、より良好にアプロ
ーチすることができる。
【００２６】
　容器は、供給導管を介して燃料タンクに接続されている。この供給導管を介して、蒸発
した燃料が容器に案内される。さらに、蒸発した燃料をエンジンに供給する導出管が設け
られていてよい。この燃料は一般に、例えば活性炭フィルタの形態の、容器内の蓄え容器
から再放出される、ガス状の燃料である。この場合、内燃機関への供給は、従来技術にお
いて公知の形式で行われ、この場合はまず、ガス状の燃料がスロットルバルブまたは直接
吸気導管内に供給され、そこから残りの燃料・空気混合物と共に内燃機関に供給される。
さらに、容器は排気導管に接続されていてよい。排気導管は、オートバイが停止状態にあ
り、よって再放出された燃料ガスをエンジンによって燃焼することができない場合に、容
器内の蓄え装置から再放出される蒸発した燃料を、環境中に排出するために用いられる。
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よって、この排気導管により、容器の損傷を回避することができる。
【００２７】
　容器自体は、好適にはプラスチック、例えばポリアミドから製造されている。しかしま
た、容器を金属から製造することも可能であると考えられる。供給導管、導出管および排
気導管は、好適には例えば、例えばＥＰＤＭ等のゴムから成る、柔軟でガソリンに対して
耐性を有するホースである。ホースの柔軟性に基づき、ホースを柔軟に配置することがで
き、これにより燃料タンクの旋回時の、供給導管、導出管および排気導管の損傷が回避さ
れる。特に、旋回前にこれらの導管を取り外すことは不要である。
【００２８】
　供給導管と、追加的にまたは代替的に導出管と、追加的にまたは代替的に排気導管とを
、燃料タンクに取り付けることが想定されていてよい。これは、使用位置から整備位置へ
燃料タンクを旋回させた際に、容器のみならず、容器に接続された導管も、少なくとも部
分的に一緒に旋回されるため、その下に位置する車両部品に、特に簡単にアプローチする
ことができるという利点を有している。導管を取り付けるためには、従来技術において公
知の装置、例えば金属のクリップおよび／または弾性的な固定手段が考慮される。特に、
エミッション系全体を燃料タンクに取り付けることが想定されていてもよい。エミッショ
ン系とはこの場合、燃料タンク内で蒸発した燃料を一時的に蓄えかつ再放出する系を意味
する。エミッション系には、容器および容器内に配置された、例えば活性炭フィルタの形
態の蓄え装置の他に、燃料タンクから容器に通じる供給導管、容器からエンジンに向かう
導出管、場合により排気導管、エア抜きバルブ（パージバルブ）、ならびに液体燃料の流
出を回避するための１つ以上のロールオーバーバルブが属する。
【００２９】
　エミッション系はさらに、再放出および／またはエンジン状態に応じた、再放出された
燃料ガスのエンジンへの供給を行う制御装置を有していることが想定されていてよい。こ
の制御装置もやはり、燃料タンクに取り付けられていてよい。しかしまた、制御装置をオ
ートバイの別の場所に別個に配置することが想定されていてもよい。最後に、制御装置は
エア抜きバルブの構成部品であってもよい。
【００３０】
　燃料タンクの旋回可能な支承部は、燃料タンクの、ステアリングから遠い側に設けられ
ていてよい。オートバイの場合、燃料タンクは側面から見て常にステアリングの後方に配
置されている。燃料タンクが、燃料タンクのステアリングから遠い側、つまり走行方向に
おいて後ろ側において旋回可能に支承されている場合、燃料タンクの、ステアリングに面
した側は、旋回時に上方に向かって整備位置に旋回される。燃料タンクの、ステアリング
に面した半部または端部領域に容器が取り付けられていると、容器は液体燃料の流入を防
ぐために十分上向きに旋回されることになる。さらに、この配置形式の場合、容器は、エ
ンジンの近くにも冷却器の近くにも配置可能であるため、エンジン運転中は、暖かいが極
度に高温ではない容器周辺温度が優勢になる。オートバイ停止後に、冷却器は容器を追加
的に冷却することができる。このために、容器は燃料タンクの使用位置において、エンジ
ンの上側かつ冷却器の下側に配置されていることが想定されていてよい。
【００３１】
　さらに、オートバイの場合には燃料タンクにサドルが接続していることが多く、燃料タ
ンクは、サドルの領域において旋回可能に支承されていてよい。旋回可能に支承するため
の枢着継手の場合、枢着継手は、サドルによって覆われひいては防護されていてよい。
【００３２】
　燃料タンクの支承は、フレームにおいて行われてよい。枢着継手の場合、このために枢
着継手の一部が燃料タンクに形成されていてもよいし取り付けられていてもよい一方で、
対応する対応部材が、フレームに形成されているかまたは取り付けられている。この場合
、フレームは、走行方向に見てフレームの左側と右側とに配置された、側方部材を有して
いてよい。この場合、容器は各側方部材の間に配置されていてよい。各側方部材の内側に
配置された構成部品は、機械的な損傷から特に良好に防護されている。よって、この配置
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形式では、これは容器についても当てはまる。側方部材には、カバー部品が配置されるこ
とが多い。この場合、容器は直射日光から特に効果的に防護されている。容器の他に、エ
ミッション系の別の構成部品、例えば供給導管、導出管および／または排気導管、エア抜
きバルブ（パージバルブ）ならびに場合によりロールオーバーバルブ等を、各側方部材の
内側に配置することが想定されていてもよい。
【００３３】
　特別な実施形態では、フレームはダブル管フレームとして形成されており、この場合、
各側方部材は上桁と下桁とを有している。この場合、容器は、燃料タンクの使用位置にお
いて実質的に上桁と下桁との間に配置されていてよい。上桁と下桁の内側において、フレ
ームの機械的な安定性は特に高くなっているため、ここでは特に良好な防護手段が提供さ
れる。この場合も、エミッション系の特定の構成部品、例えば供給導管、導出管、排気導
管および／またはエア抜きバルブ（パージバルブ）およびロールオーバーバルブが、実質
的に上下の長手方向管の間に配置されていてよい。フレーム自体は、格子管フレームとし
て形成されていてもよい。
【００３４】
　好適には、容器は実質的に円筒状に形成されており、これはその機能形式に関して有利
であるということが判った。さらに、特に実質的に円筒状に形成された容器の場合、容器
の長手方向が、オートバイの長手方向に対して垂直に配置されているように、容器を燃料
タンクに取り付けることが想定されていてもよい。好適には、容器の長手方向は、車両の
横方向に配置されていることが想定されている。燃料タンクに対する容器の取付けは、例
えば金属のクリップおよび／または弾性的な固定手段を介して行われるが、別の固定手段
も可能である。
【００３５】
　好適には、容器はその長手方向において、この方向における燃料タンクの延在長さの２
０％～９０％の延在長さを有していることが想定されている。これは特に、容器が燃料タ
ンクに取り付けられている場合に当てはまる。特に好適には、３０％～６０％の範囲が想
定されている。よって、容器の長手方向、つまり容器の最大延在長さの方向が、オートバ
イの向きに対して垂直に配置されている場合、容器は、燃料タンクの横方向延在長さの２
０％～９０％、好適には３０％～６０％の延在長さを有している。燃料タンクが容器の上
に張り出していることにより、容器は特に良好に防護される。さらに、この延在長さの領
域では、エミッション系の構成部品、例えば供給導管、導出管、排気導管、エア抜きバル
ブ（パージバルブ）および／またはロールオーバーバルブも、燃料タンクによって覆い隠
しひいては防護することも可能である。ただし、容器の延在長さの極度に小さな値は、蓄
え装置の不十分な容積に結びつくことがあるため、不都合である。
【００３６】
　容器は、燃料タンクの使用位置において、少なくとも部分的に、好適には全体が、燃料
タンクの下端部の上方に配置されていることが想定されていてよい。つまり、容器はオー
トバイの側面から見て少なくとも部分的に、好適には全体が、燃料タンクの下端部におけ
る仮想の水平面の上方に配置されている。特に、このために、容器が燃料タンクの下面に
取り付けられている場合、燃料タンクの下面が上方に向かって傾けられているか、または
容器に対応する膨出部を有している。
【００３７】
　容器が少なくとも部分的に、好適には全体的に、側面から見て燃料タンクの前端部にお
ける仮想の鉛直面の後ろに配置されているように、容器を燃料タンクに取り付けることが
想定されていてよい。
【００３８】
　本発明のさらなる詳細および利点を、以下の図面の説明に基づき説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】図１ａ～図１ｄは、本発明によるオートバイの斜視図、平面図、前から見た図お
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よび後ろから見た図である。
【図２】本発明によるオートバイの概略側面図であって、燃料タンクは使用位置に位置し
ている。
【図３ａ】本発明によるオートバイの概略側面図であって、燃料タンクは整備位置に位置
している。
【図３ｂ】本発明によるオートバイの詳細な斜視図である。
【図４】本発明によるオートバイの構成部品を示す概略側面図である。
【図５】本発明によるオートバイの構成部品を示す概略正面図である。
【図６】図６ａおよび図６ｂは、容器が取り付けられた燃料タンクを示す側面図および燃
料タンクを下から見た斜視図である。
【図７】容器に通じる供給管路に関して、燃料タンクの内部を概略的に示す図である。
【図８】容器の取付けに関する図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　図１ａには、本発明によるオートバイ１の斜視図が示されており、ここでは、燃料タン
ク２の下面８に容器３が取り付けられている。燃料タンク２は枢着継手６を介して、オー
トバイ１の横方向に配置された軸線Ａの周りに、つまりオートバイ１の長手方向Ｌに対し
て垂直に旋回可能に支承されており、枢着継手６はサドル１４によって覆われている。よ
って、枢着継手６の構成に応じて、燃料タンク２を旋回させるためには予めサドル１４の
取り外しが必要になる場合がある。オートバイ１のフレーム７は格子管フレームとして形
成されており、この場合、容器３は、左側の側方部材１５と右側の側方部材１６との間に
配置されており、燃料タンク２の使用位置では実質的に、フレーム７の左側の側方部材１
５および右側の側方部材１６の上桁１８，２０と下桁１７，１９との間に位置している。
燃料タンク２の下側にエンジン１２が配置されているため、エンジン１２の廃熱が容器３
の周辺温度を高め、これにより容器３の内部に配置された蓄え装置が、比較的高い燃料ガ
ス再放出率を有することになる。エンジン１２の前方には冷却器２４（見やすさの理由か
らこの図面には図示せず）が位置しており、エンジン１２を冷却するために、オートバイ
１の停止後も所定の時間にわたり惰性運転する。容器３のこの位置では、容器３もやはり
冷却器２４によって冷却されるので、オートバイ１の停止後には、容器３内に配置された
蓄え装置の高い吸着率に有利な条件が与えられている。
【００４１】
　図１ｂには、本発明によるオートバイ１の平面図が示されている。容器３は、燃料タン
ク２の下面８に取り付けられており、燃料タンク２によって覆い隠される。容器３は、そ
の長手方向ｌがオートバイ１の横方向に、つまりオートバイ１の長手方向Ｌに対して垂直
に配置されるように、配置されている。横方向における燃料タンク２の側方延在長さＳは
、容器３の長手方向ｌにおける延在長さよりも大きくなっており、これにより、本発明に
よる燃料タンク２の覆いが生じている。燃料タンク２は、軸線Ａの周りに旋回可能に支承
されており、この場合、軸線Ａは、オートバイ１の横方向に、つまりオートバイ１の長手
方向Ｌに対して垂直に配置されている。
【００４２】
　図１ｃには、本発明によるオートバイ１を前から見た図が示されている。図示の実施例
における使用位置では、燃料タンク２の下面８は、前側の１／２が上向きに傾斜されて形
成されており、これにより燃料タンク２は、やはり上向きの上桁１８，２０（図２参照）
に適合されている。この場合、容器３は、前側の１／４に相当する燃料タンク２の第１の
端部領域４に、ひいては下面８の上向きに傾斜した領域に配置されている。この前から見
た図から認められるように、容器３は、この見方では容器３の前方に位置する構成部品、
例えばヘッドライト等によって覆い隠されているため、この場合もある程度の防護手段が
与えられている。
【００４３】
　図１ｄには、本発明によるオートバイ１を後ろから見た図が示されている。
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【００４４】
　図２には、本発明によるオートバイ１が概略側面図で示されており、ここでは、燃料タ
ンク２は、オートバイ１が発車準備状態にある使用位置に位置している。この場合、この
概略図は実際のオートバイに対応していない。なぜなら、いくつかの構成部品が完全には
または概略的にしか図示されていないからである。容器３は、ステアリング１３に面した
第１の端部領域４において、燃料タンク２の下面８に配置されている。第１の端部領域４
の反対側に位置する第２の端部領域５には枢着継手６が設けられており、枢着継手６を介
して、燃料タンク２は軸線Ａの周りに使用位置から整備位置へと旋回可能である。枢着継
手６は、燃料タンク２の後端部に配置されており、オートバイの運転状態ではサドル１４
によって覆われている。
【００４５】
　使用位置では、容器３は、フレーム７の左側の側方部材１５および右側の側方部材１６
に配置された上桁１８，２０および下桁１７，１９によって防護されている（図１ａおよ
び図１ｂ参照）。冷却器２４（概略的に図示）は、走行方向で見てエンジン１２の前方に
位置しており、オートバイ１の停止後にエンジン１２と、容器３と、容器３内に配置され
た蓄え装置とを冷却する。オートバイ１の運転中に蓄え装置から再放出された燃料は、導
出管１０を介してエンジンに供給される。燃料タンク２内で蒸発した燃料は、供給導管９
を介して容器３に供給され、容器３内に配置された、例えば活性炭フィルタの形態の蓄え
装置によって蓄えられる。
【００４６】
　図３ａには別の概略側面図が示されており、ここでは燃料タンク２が整備位置に旋回さ
れている。旋回軸線Ａは、オートバイ１の横方向に、つまりオートバイ１の長手方向Ｌに
対して垂直に配置されている。容器３の長手方向ｌも同様に、軸線Ａの方向に向けられて
いる。容器３は、燃料タンク２の下面８に取り付けられており、燃料タンク２と共に上方
に向かって旋回される。供給導管９および導出管１０（図６ｂ参照）は、柔軟なホースと
して形成されているため、旋回しても損傷せず、柔軟に配置することができる。燃料タン
ク２の下に配置された構成部品、特にシリンダヘッドには、整備用のこの位置において、
良好にアプローチすることができる。
【００４７】
　図３ｂには、整備位置における燃料タンク２の詳細が概略斜視図で示されている。容器
３は、燃料タンク２の下面８の前方の端部領域において、燃料タンク２に取り付けられて
いることが認められる。この領域において、下面８は上向きに傾斜している。整備位置で
は、燃料タンク２の下側に配置された車両部品に良好にアプローチすることができる。前
方の端部領域４における容器３の配置および後方の端部領域５における旋回可能な支承に
基づき、ロールオーバーバルブ無しでも、旋回時に液体燃料が容器３内に流入することを
防ぐことができる。
【００４８】
　図４には、本発明によるオートバイ１の構成部品の概略側面図が示されており、ここで
は、燃料タンク２は使用位置に位置している。容器３は、燃料タンク２の前側の１／４に
相当する前方の端部領域４における燃料タンク２の下面８に取り付けられており、燃料タ
ンク２と共に整備位置に旋回されるようになっており、この場合、旋回軸線Ａは、反対側
に位置する第２の端部領域に配置されている。容器３、供給導管９および導出管１０なら
びにエア抜きバルブ２５も、使用位置では上桁１９，２０と下桁１７，１８とに包囲され
、良好に防護されることが良好に認められる。
【００４９】
　図５には、オートバイ１の構成部品を正面から見た概略図が示されており、ここでは、
容器３は燃料タンク２の下面８に取り付けられていることが認められ、円筒状に形成され
た容器３の周りには、弾性的な固定手段２２が配置されている。固定手段２２は、別の固
定手段（この図面では認識不能）、例えばクリップ２１を介して、タンク２の下面８に取
り付けられている。供給導管９は、燃料タンク２からエア抜きバルブ２５を介して容器３
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に開口する、柔軟なホースとして形成されている。
【００５０】
　図６ａおよび図６ｂには、本発明によるオートバイ１の使用位置における側面図および
下から見た斜視図が示されている。一方において、後端部ひいては後端部領域５に配置さ
れた枢着継手６が認められ、枢着継手６を介して、燃料タンク２はオートバイ１が発車準
備状態にある使用位置から整備位置へ旋回することができる。図示の実施形態では、枢着
継手６は一方では燃料タンク２に形成された第２のフランジ３１と、フレーム７に取り付
けられた第１のフランジ２８とを有している。もちろん、これらは逆に設けられていても
よいし、別の手段を用いて実現されていてもよい。
【００５１】
　前端部には固定手段２７が設けられており、固定手段２７は、燃料タンク２が不本意に
整備位置に旋回されることを防ぐことができる。旋回は、固定手段２７が解除された後に
初めて可能である。燃料タンク２の下端部には、燃料ポンプを含む燃料供給部３０が配置
されており、燃料供給部３０は、燃料フィルタ３４と燃料導管２６とを介した、エンジン
１２への燃料供給を担っている。
【００５２】
　下面８の上向きに傾斜した前端領域には、実質的に円筒状の容器３が取り付けられてお
り、この場合、容器３の長手方向ｌは、オートバイ１の横方向、つまりオートバイ１の長
手方向Ｌに対して垂直に配置されている。下面８に取り付けたことにより、容器３は機械
的な荷重から良好に防護されており、燃料ポンプを備えた燃料供給部３０が配置された、
燃料タンク２の下面８の部分的に円筒状の膨出部３３によって、この実施形態では燃料タ
ンク２の下面８に形成された膨出部３３のすぐ前に取り付けられた容器３の、別の防護手
段を形成することができる。供給導管９および／または導出管１０は、例えば弾性的な固
定手段を介して燃料タンク２に取り付けられてよい。ただし、これは、図６ａおよび図６
ｂには図示されていない。これにより、燃料タンク２にエミッション系を予め取り付けて
おくことが可能であるので、オートバイ１の組立てが容易になる。この場合、容器３は、
図示の側面図において全体が、燃料タンク２の前端部における仮想の鉛直平面Ｅの後方か
つ燃料タンク２の下端部における仮想の水平平面Ｈの上方に配置されるように、燃料タン
ク２に取り付けられている。
【００５３】
　図６ｂには、図６ａに示したタンクを下から見た斜視図が示されており、ここでは、燃
料タンク２の下面８に取り付けられた円筒状の容器３の延在長さが燃料タンク２の横方向
延在長さＳの約４０％であり、ひいては燃料タンク２によって覆い隠されることが認めら
れる。この大きさに基づき、容器３、供給導管９、導出管１０およびエア抜きバルブ２５
を、フレーム７の左側の側方部材１５と右側の側方部材１６との間に配置することができ
るので、機械的な損傷に対する最適な防護手段が形成されることになる。燃料タンク２の
前側の１／２において上を向いている下面８に基づき、横桁による別の防護手段が得られ
、これらの横桁を介して上桁１９，２０が下桁１７，１８に結合されている。エア抜きバ
ルブ２５は、導出管１０内に配置されており、この実施例では、エンジン１２の運転状態
に応じて、容器３から再放出された燃料ガスのエンジン１２への供給を制御する。エア抜
きバルブ２５は、この実施例では電子制御弁である。
【００５４】
　容器３は、２本のベルトの形態の弾性的な固定手段２２により、燃料タンク２に取り付
けられている。このために固定手段２２は、それ自体は燃料タンク２に配置されたクリッ
プ２１に取り付けられている。燃料タンク２の下面８では、燃料タンク２から供給導管９
が突出しており、引き続き容器３にまで延びている。容器からは導出管１０が出ており、
導出管１０を介して燃料ガスがエンジン１２に供給される。この供給を管理しかつ制御す
るために、エア抜きバルブ２５が導出管１０の途中に配置されている。別個の排出導管は
、この実施形態では設けられていない。
【００５５】
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　容器３において一方の端面には、給気・脱気装置１１が配置されており、給気・脱気装
置１１を介して、容器３内に配置された燃料ガス用の蓄え装置に空気を吸い込むことがで
きるようになっており、これにより、蓄え装置、とりわけ再放出部の作動を支援すること
ができる。さらに、例えばオートバイ１の休止状態において過度に多量の燃料ガスが放出
され、この燃料ガスをエンジン１２が消費することができない場合、燃料ガスは、容器３
から給気・脱気装置１１を介して漏出してもよい。つまり、図示の給気・脱気装置１１は
、排出導管の役割をも引き受けている。給気・脱気装置１１は、代替的には１つの個別の
装置または複数の装置で実現されていてもよい。
【００５６】
　図７には、燃料タンク２および少なくとも部分的に燃料タンク２内に配置され、供給導
管９と密に結合された供給導管３２の概略図が示されている。この場合、供給導管９と供
給導管３２との結合部は、燃料タンク２の内部または外部に配置されていてよい。供給導
管３２は、燃料タンク２の上面に配置されたタンク蓋２９にまで達している。タンク蓋２
９の開口（この図面には図示せず）を介して、燃料タンク２内で蒸発した燃料が供給導管
３２に流入し、そこからさらに供給導管９に流入することができ、この場合、ガスはその
後、容器３内に配置された蓄え装置によって蓄えられる。この図面に示す管３５は、タン
クに極度に多量に入れられた燃料が漏出可能なタンクオーバフロー部である。
【００５７】
　図７では、燃料タンク２の下面８の円筒状の膨出部３３も良好に認められる。この実施
例では、容器３は円筒状の膨出部３３に取り付けられている。燃料タンクの下面８の幾何
形状的な構成に基づき、容器３は理想的に防護されている。
【００５８】
　図８には、燃料タンク２の下面８における容器３の取付け部が概略的に示されている。
ここでは弾性的なベルト２２が、タンク２に形成されたまたは取り付けられたクリップ２
１に取り付けられている。
【符号の説明】
【００５９】
　１　オートバイ
　２　燃料タンク
　３　容器
　４　第１の端部領域
　５　第２の端部領域
　６　枢着継手
　７　フレーム
　８　燃料タンクの下面
　９　容器に通じる供給導管
　１０　容器からの導出管
　１１　給気・脱気装置
　１２　内燃機関
　１３　ステアリング
　１４　サドル
　１５　左側の側方部材
　１６　右側の側方部材
　１７　左側の側方部材の下桁
　１８　左側の側方部材の上桁
　１９　右側の側方部材の下桁
　２０　右側の側方部材の上桁
　２１　クリップ
　２２　弾性的な固定手段
　２３　燃料タンクの前面
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　２４　冷却器
　２５　エア抜きバルブ
　２６　燃料導管
　２７　固定手段
　２８　第１のフランジ
　２９　タンク蓋
　３０　燃料供給部
　３１　第２のフランジ
　３２　供給導管
　３３　膨出部
　３４　燃料フィルタ
　３５　タンクオーバフロー部
　Ｌ　オートバイの長手方向
　ｌ　容器の長手方向
　Ａ　軸線
　Ｓ　燃料タンクの横方向の延在長さ
　Ｅ　鉛直面
　Ｈ　水平面

【図１－１】 【図１－２】

【図２】
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【図６】 【図７】

【図８】
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